
『
宇
治
拾
近
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」

考

三
〇

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」

考

廣
　
　
田

牧

は
じ
め
に

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
「
道
命
阿
闇
梨
於
二
和
泉
式
部
之
許
一
読
経
五
条

道
祖
神
聴
聞
事
」
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
今
は
昔
、
道
命
阿
閣
梨
と
て
、
偉
殿
の
子
に
、
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
で
た

　
　
り
け
り
。
和
泉
式
部
に
通
け
り
。
経
を
目
出
く
読
け
り
。
そ
れ
が
和
泉
式

　
　
部
が
り
ゆ
き
て
、
臥
し
た
り
け
る
に
、
目
さ
め
て
、
経
を
、
心
を
す
ま
し

　
　
て
読
み
け
る
ほ
ど
に
、
八
巻
読
み
は
て
て
、
暁
に
ま
ど
ろ
ま
ん
と
す
る
程

　
　
に
、
人
の
け
は
ひ
の
し
け
れ
ば
、
「
あ
れ
は
、
た
れ
ぞ
」
と
問
け
れ
ば
、

　
　
「
を
の
れ
は
、
五
条
西
洞
院
の
辺
に
候
翁
に
候
」
と
こ
た
へ
け
れ
ば
、
「
こ

　
　
は
何
事
ぞ
」
と
道
命
い
ひ
け
れ
ば
、
「
こ
の
御
経
を
こ
よ
ひ
承
ぬ
る
事
の
、

　
　
世
々
生
々
、
忘
が
た
く
候
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
道
命
「
法
花
経
を
読
み
た

　
　
て
ま
つ
る
事
は
、
常
の
事
也
。
な
ど
、
こ
よ
ひ
し
も
い
は
る
・
ぞ
」
と
い

　
ひ
け
れ
ば
、
五
条
の
斎
い
は
く
、
「
清
く
て
、
読
み
ま
ゐ
ら
せ
給
時
は
、

　
梵
天
、
帝
尺
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
聴
聞
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
翁
な
ど

　
は
ち
か
づ
き
参
て
、
う
け
給
る
に
及
び
候
は
ず
。
こ
よ
ひ
は
御
行
水
も
候

　
は
で
、
読
み
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
ば
、
梵
天
、
帝
尺
も
御
聴
聞
侯
は
ぬ
ひ

　
ま
に
て
、
翁
、
ま
ゐ
り
よ
り
て
、
う
け
た
ま
は
り
さ
ぶ
ら
ひ
ぬ
る
事
の
、

　
忘
れ
が
た
く
候
也
」
と
の
た
ま
ひ
け
り
。

　
　
さ
れ
ば
、
は
か
な
く
、
さ
い
読
み
た
て
ま
っ
る
と
も
、
清
く
て
読
み
た

　
て
ま
つ
る
べ
き
事
な
り
。
「
念
仏
、
読
経
、
四
威
儀
を
や
ぷ
る
事
な
か
れ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
と
恵
心
の
御
房
も
い
ま
し
め
給
に
こ
そ
。

　
　
　
　
（
２
）

こ
れ
と
「
同
話
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
が
『
古
事
談
』
二
三
一
条
で
あ
る
。

　
　
道
命
阿
闇
梨
ハ
道
綱
卿
息
也
。
其
音
声
微
妙
ニ
シ
テ
。
読
経
之
時
聞
人

皆
発
二
道
心
ニ
ム
々
。
但
好
色
無
双
之
人
也
。
通
二
和
泉
式
部
一
之
時
。
或

夜
往
二
式
部
許
一
会
合
之
後
。
暁
更
二
目
ヲ
覚
テ
。
読
経
両
三
巻
之
後
。



　
　
マ
ド
ロ
ミ
タ
ル
夢
二
。
ハ
シ
ノ
方
二
有
二
老
翁
Ｊ
誰
人
哉
ト
相
尋
之
処
。

　
　
翁
云
。
五
条
西
洞
院
辺
二
侍
翁
也
。
御
経
之
時
者
奉
レ
始
二
梵
王
帝
釈
天

　
　
神
地
祇
Ｊ
悉
御
聴
聞
之
間
。
此
翁
ナ
ド
ハ
近
辺
ヘ
モ
不
レ
能
二
参
寄
」
而

　
　
只
今
御
経
ハ
行
水
モ
候
ハ
デ
令
レ
読
給
ヘ
レ
バ
。
諸
神
祇
無
二
御
聴
聞
一
隙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
ニ
テ
。
此
翁
参
テ
ヨ
ク
聴
聞
候
了
。
喜
悦
之
由
令
レ
申
也
云
々
。

漢
文
訓
読
体
を
も
っ
て
す
る
『
古
事
談
』
に
対
し
て
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は

和
文
体
を
も
っ
て
す
る
。
「
同
話
」
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
『
古
事
談
』
に

比
し
て
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
は
、
「
さ
れ
ば
」
以
下
の
評
語
が
付
加

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
意
図
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
読

経
に
際
し
て
は
「
清
く
て
読
み
た
て
ま
つ
る
べ
き
事
」
で
あ
る
と
す
る
。
道
命

阿
閣
梨
は
「
恵
心
」
僧
都
の
戒
め
を
遵
守
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『
古
事
談
』

に
評
語
は
み
と
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
「
読
経
之
時
聞
人
皆
発
二
道
心
一

云
々
」
と
あ
り
、
「
此
翁
参
テ
ヨ
ク
聴
聞
候
了
。
喜
悦
之
由
令
レ
申
云
々
」
と

あ
る
。
「
云
々
」
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
談
」
と
し
て
、
道
命
阿
閣
梨

の
法
華
経
読
諦
の
効
験
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
っ
ま
る
と
こ
ろ
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
道
』
と
『
古
事
談
』
の
意
図
に
相
違
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
道
命
阿
閣
梨
の
法
華
経
読
諦
に
際
し
て
、
姿
を
現
わ
す
の
が

「
五
条
西
洞
院
翁
」
で
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
そ
れ
が
「
五
条
の
斎
」

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
五
条
道
祖
神
聴
聞
事
」
が
平
安
京
の
物
語
と
し
て
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

そ
れ
が
道
命
阿
閣
梨
に
つ
い
て
の
事
柄
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
説
話
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
い
か
に
し
て
成
り
立
っ
か
と
い
う
こ
と
が
み
え

る
と
思
わ
れ
る
。（

一
）
　
視
点
と
方
法

　
廣
川
勝
美
先
生
は
、
「
歴
史
叙
述
」
を
「
物
語
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

　
　
　
歴
史
叙
述
は
物
語
と
不
可
分
で
あ
る
。
歴
史
と
文
学
は
、
歴
史
叙
述
と

　
　
い
う
方
法
に
お
い
て
媒
介
さ
れ
う
る
。
そ
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
物
語
の

　
　
役
割
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
・
神
学
的
な
理
念
の
実
現
で
あ
る
。

　
　
天
皇
の
起
居
を
軸
に
、
絶
え
間
な
く
生
ず
る
事
柄
の
一
つ
一
つ
は
、
史
書

　
　
と
い
う
文
書
に
記
録
さ
れ
る
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
事
柄
は
、
常
に
先
例

　
　
と
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
天
皇
の
事
蹟
や
御
代
の
出
来

　
　
事
は
、
物
語
と
い
う
様
式
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
と

　
　
な
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
正
典
と
し
て
の
意
義
を
付
与
さ
れ
礼
典
の
増
幅
と

　
　
整
備
が
な
さ
れ
て
い
く
。
事
件
や
出
来
事
が
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
歴
史
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

　
　
　
　
（
４
）

　
　
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
と
「
説
話
」
と
の
か
か
わ
り
に
っ
い
て
次
の
よ
う
に
論

じ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
　
　
物
語
は
史
書
に
記
さ
れ
る
べ
き
事
件
や
出
来
事
を
准
拠
と
し
つ
つ
、
そ

　
　
の
周
辺
の
事
柄
を
以
っ
て
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
を
増
殖
し
敷
桁
す
る
。
そ

　
　
の
よ
う
な
出
来
事
に
は
、
准
拠
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
准
拠

　
　
は
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
史
書
に
記
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

　
　
確
実
に
記
憶
さ
れ
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
の
を
説
話

　
　
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
説
話
は
、
固
有
の
名
に
お
い
て
語
ら
れ

　
　
な
が
ら
、
人
物
や
場
所
を
超
え
て
共
通
す
る
出
来
事
で
あ
る
こ
と
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
　
て
世
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
と
方
法
に
拠
る
こ
と
に
お
い
て
、
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
に
お
け
る
「
説
話
」
を
、
「
歴
史
叙
述
」
と
「
物
語
」
と
の
か
か
わ

り
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
、
史
書
に
記
さ
れ
る
べ
き
道
命
阿
闇
梨
に
つ

い
て
の
出
来
事
の
周
辺
の
事
柄
が
、
和
泉
式
部
と
結
び
っ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に

「
説
話
」
は
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
え
る
。

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
、
「
道
命
阿
闇
梨
」
は
「
偉
殿
の
子
」
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
『
古
事
談
』
に
は
「
道
綱
卿
息
也
。
」
と
い
う
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に

「
経
を
目
出
く
読
け
り
」
と
さ
れ
る
。
『
古
事
談
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
其
音
声

微
妙
ニ
シ
テ
。
読
経
之
時
聞
人
皆
発
二
道
心
一
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
道

命
阿
閣
梨
」
の
法
華
経
読
諦
の
効
験
は
「
其
音
声
微
妙
」
で
あ
る
こ
と
に
発
す

る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
音
声
微
妙
」
と
は
、
『
本
朝
法
華
験
記
』
下
巻

三
二

第
八
士
二
「
楊
厳
院
源
信
僧
都
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

　
　
　
永
遷
化
夷
。
当
於
此
時
。
天
奏
微
妙
音
楽
。

と
あ
る
。
ま
た
、
『
粉
河
寺
縁
起
』
「
錦
織
僧
正
験
二
問
池
中
霊
地
一
第
十
一
」

に
、　

　
　
僧
正
、
其
験
を
し
ら
む
と
す
る
に
、
夢
に
も
あ
ら
ず
、
幻
に
も
あ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
　
微
妙
の
音
を
出
し
て
云
く
、

と
あ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
法
華
験
記
』
も
、
道
命
阿
闇
梨
は
「
音
声
微
妙
」
で

あ
る
こ
と
に
お
い
て
法
華
経
読
諦
に
効
験
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
い
う
。
『
今

昔
物
語
集
』
巻
二
一
「
天
王
寺
別
当
、
道
命
阿
閣
梨
語
第
三
六
」
は
次
の
よ
う

で
あ
る
。

　
　
　
今
昔
、
道
命
阿
闇
梨
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。
此
レ
、
下
姓
ノ
人
二
非
ズ
、

　
　
偉
ノ
大
麹
言
道
綱
ト
申
ケ
ル
人
ノ
子
也
。
天
台
座
主
慈
恵
大
僧
正
ノ
弟
子

　
　
ニ
ナ
ム
有
ケ
ル
。
幼
ニ
シ
テ
山
二
登
テ
仏
ノ
道
ヲ
修
行
シ
、
法
華
経
ヲ
受

　
　
持
ス
。
初
メ
心
ヲ
一
ツ
ニ
シ
テ
、
他
ノ
心
ヲ
不
交
ズ
シ
テ
法
華
経
ヲ
調
ス

　
　
ル
ニ
、
一
年
二
一
巻
ヲ
諦
シ
テ
、
八
年
二
一
部
ヲ
諦
畢
ル
。
就
中
二
、
其

　
　
ノ
音
微
妙
ニ
シ
テ
、
聞
ク
人
皆
首
ヲ
但
ケ
不
貴
ズ
ト
云
フ
事
元
シ
。

　
　
　
而
ル
間
、
阿
闇
梨
、
法
輪
二
籠
テ
礼
堂
二
居
テ
法
華
経
ヲ
諦
ス
ル
ニ
、

　
　
老
僧
有
テ
亦
、
其
ノ
寺
二
籠
リ
合
タ
リ
。
老
僧
、
御
堂
ニ
シ
テ
夢
二
「
堂

　
　
ノ
庭
二
、
止
事
元
ク
気
高
ク
、
器
量
シ
キ
人
々
、
隙
元
ク
在
マ
シ
テ
、
皆



　
　
掌
ヲ
合
セ
テ
堂
二
向
テ
居
給
ヘ
リ
。
老
僧
、
此
レ
ヲ
惟
ム
デ
、
恐
々
ヅ
寄

　
　
テ
、
一
人
ノ
春
属
二
、
『
此
レ
ハ
、
誰
ガ
御
坐
ス
ゾ
ト
』
問
ヘ
バ
、
答
テ

　
　
云
ク
、
『
此
レ
ハ
、
金
峰
山
ノ
蔵
王
・
熊
野
ノ
権
現
・
住
吉
ノ
大
明
神
・

　
　
松
尾
ノ
大
明
神
等
ノ
□
］
聞
ガ
為
二
、
近
来
、
毎
夜
二
如
此
ク
御
坐
ヌ
ル

　
　
也
』
ト
告
グ
ト
」
見
テ
、
夢
覚
テ
□
Ｕ
道
命
阿
閣
梨
ノ
礼
堂
二
居
テ
音
ヲ

　
　
挙
ツ
・
、
法
華
経
ノ
六
ノ
巻
ヲ
諦
ス
ル
也
ケ
リ
。
「
然
バ
、
此
ノ
経
ヲ
聴

　
　
聞
セ
ム
ガ
為
二
、
若
干
ノ
止
事
元
キ
神
等
ハ
来
リ
給
フ
ニ
コ
ソ
有
ケ
レ

　
　
ト
」
思
フ
ニ
、
貴
キ
事
元
限
ク
シ
テ
、
立
テ
泣
々
ク
礼
拝
シ
テ
、
庭
ヲ
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
　
遣
ル
ニ
、
恐
シ
ケ
レ
バ
立
テ
去
ヌ
。
（
略
）

山
田
孝
雄
氏
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
今
昔
物
語
集
』
は
、
「
本
語
は
、

法
華
験
記
巻
下
（
８
６
）
に
基
き
説
話
の
構
成
を
は
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
」

　
（
９
）

と
み
る
。
『
法
華
験
記
』
下
巻
第
八
六
「
天
王
寺
別
当
阿
闇
梨
」
は
、
次
の
よ

う
で
あ
る
。

　
　
　
道
命
阿
闇
梨
。
傳
言
大
納
言
道
綱
卿
第
一
男
也
。
天
台
座
主
慈
恵
大
僧

　
　
正
弟
子
ム
矢
。
幼
少
之
時
。
登
比
叡
山
。
修
行
仏
道
。
於
法
葉
経
。
一
心
読

　
　
持
。
更
無
他
事
。
一
年
諦
一
巻
。
八
年
諦
一
部
。
巡
礼
所
々
霊
験
勝
地
。

　
　
薫
修
年
尚
実
。
就
中
其
音
微
妙
幽
美
。
難
不
加
曲
不
致
音
韻
任
運
出
声
。

　
　
聞
人
傾
耳
。
随
喜
讃
嘆
。

　
　
　
卜
法
輪
寺
。
為
練
行
処
。
時
々
籠
住
。
数
々
勤
行
。
有
一
老
僧
。
籠
行

　
　
其
寺
。
夢
見
。
堂
庭
及
四
隣
辺
。
上
達
部
貴
人
充
塞
無
隙
。
皆
合
掌
恭
敬
。

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
　
向
寺
而
住
。
又
従
南
方
遥
有
音
。
皆
人
閨
言
。
金
峰
山
蔵
王
。
熊
野
権
現
。

　
　
住
吉
大
明
神
。
為
聞
法
華
。
来
至
此
所
。
皆
悉
来
詑
。
一
心
頂
礼
。
聞
阿

　
　
閣
梨
諦
法
華
経
。
住
吉
明
神
向
松
尾
明
神
而
作
是
言
。
日
本
国
中
。
難
有

　
　
巨
多
持
法
華
人
。
以
此
下
阿
闇
梨
。
為
最
第
一
。
聞
此
経
時
。
離
生
々
業

　
　
苦
。
善
根
増
長
。
価
従
遠
処
。
毎
夜
所
参
也
。
松
尾
明
神
言
。
如
是
々
々
。

　
　
我
有
近
処
。
不
論
昼
夜
。
常
来
聴
経
。
如
是
称
讃
随
喜
。
礼
拝
闇
梨
。

　
　
　
時
老
宿
夢
覚
見
者
。
道
命
阿
閣
梨
在
法
輪
礼
堂
。
一
心
高
声
。
諦
法
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
０
）

　
　
経
第
六
巻
。
老
僧
従
眼
流
涙
。
起
立
礼
拝
。
（
略
）

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
一
第
三
六
と
『
法
華
験
記
』
下
巻
第
八
六
に
は
、
そ
の

標
目
に
そ
れ
ぞ
れ
「
天
王
寺
別
当
、
道
命
阿
閣
梨
語
」
「
天
王
寺
別
当
阿
闇
梨
」

と
す
る
。
道
命
阿
闇
梨
は
「
天
王
寺
別
当
」
と
し
て
史
書
に
載
せ
ら
れ
る
と
い

え
る
。
「
別
当
」
と
は
、
『
延
喜
式
』
「
玄
蕃
寮
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

　
　
　
凡
諸
寺
以
二
別
当
一
為
二
長
官
Ｊ
以
二
三
綱
一
為
二
任
用
↓

と
あ
る
。
『
寺
門
高
僧
記
』
「
天
王
寺
別
当
次
第
」
に
、
初
代
別
当
「
円
行
【
承

和
々
々
治
三
十
五
年
。
同
四
年
入
唐
。
六
年
帰
朝
。
東
寺
霊
験
別
当
】
」
か
ら

始
ま
り
、
第
二
一
二
代
に
、

　
　
　
道
命
。
【
長
和
五
年
。
〔
正
月
十
八
日
。
〕
治
五
年
。
阿
闇
梨
。
道
綱
右

　
　
　
　
一
１
２
一

　
　
大
将
息
也
。
御
堂
猶
子
也
。
】

と
み
え
る
。
『
僧
官
補
任
』
に
も
僧
名
な
ど
に
異
同
は
あ
る
が
同
様
の
記
事
が

一
１
３
）

あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
訓
読
文
体
の
も
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

漢
文
体
に
よ
る
と
こ
ろ
の
『
法
華
験
記
』
で
あ
る
。
『
法
華
験
記
』
は
「
道
命

阿
閣
梨
。
僅
言
大
麹
言
道
綱
卿
第
一
男
也
。
天
台
座
主
慈
恵
大
僧
正
弟
子
ム
矢
。
」

と
い
い
、
「
幼
少
之
時
。
登
比
叡
山
。
修
行
仏
道
。
於
法
花
経
。
一
心
読
持
。
」

で
あ
る
と
い
う
。
出
自
と
事
蹟
を
記
す
伝
の
表
現
と
い
え
る
。
道
命
阿
闇
梨
は

「
巡
礼
所
々
霊
験
勝
地
。
」
し
た
と
い
う
。
「
就
中
其
音
微
妙
幽
美
」
で
あ
る
ゆ

え
に
、
「
聞
人
傾
耳
。
随
喜
讃
嘆
」
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
験
記
に
特
徴
的

な
表
現
で
あ
る
。
道
命
阿
閣
梨
の
法
華
経
読
諦
の
効
験
は
、
聴
聞
に
及
ぶ
者
に

「
離
生
々
業
苦
。
善
根
増
長
」
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
今
昔
物
語
集
－
巻
一

二
第
三
六
は
、
こ
れ
を
訓
読
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
説
話
」
を
形
成
し
て

い
る
と
い
え
る
。

　
事
柄
の
概
要
を
列
挙
す
れ
ば
、

　
　
１
　
法
輪
寺
で
の
法
華
経
読
諦
に
、
蔵
王
権
現
や
熊
野
権
現
住
吉
明
神
松

　
　
　
尾
明
神
等
が
読
経
を
聴
聞
し
た
こ
と
。

　
　
２
　
法
華
経
の
読
経
を
聴
聞
し
え
た
こ
と
で
、
あ
る
女
の
夫
は
地
獄
か
ら

　
　
　
天
上
に
生
れ
た
こ
と
。

　
　
３
　
天
王
寺
別
当
時
代
に
寺
物
を
用
い
た
罪
に
よ
り
浄
土
に
生
ま
れ
え
な

　
　
　
か
っ
た
道
命
阿
闇
梨
自
身
が
、
法
華
経
読
諦
の
力
に
よ
っ
て
親
率
天
に

　
　
　
生
ま
れ
た
こ
と
。

と
な
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
事
柄
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
　
－
　
法
輪
寺
で
の
法
華
経
読
諦
に
、
蔵
王
権
現
や
熊
野
権
現
住
吉
明
神
松

　
　
　
尾
明
神
等
が
読
経
を
聴
聞
し
た
こ
と
。

　
　
２
　
法
華
経
の
読
経
を
聴
聞
し
え
た
こ
と
で
、
あ
る
女
の
夫
は
地
獄
か
ら

　
　
　
天
上
に
生
れ
た
こ
と
。

　
　
３
　
道
命
阿
閣
梨
が
法
華
経
を
読
経
し
て
書
写
山
の
性
空
聖
人
を
感
激
さ

　
　
　
せ
た
こ
と
。

　
　
４
　
道
命
阿
閣
梨
が
中
宮
に
参
上
し
軽
口
を
い
っ
て
女
房
を
笑
わ
せ
た
こ

　
　
　
と
。

　
　
５
　
道
命
阿
閣
梨
が
陸
奥
守
源
頼
清
に
冗
談
を
い
い
満
座
の
人
々
を
笑
わ

　
　
　
せ
た
こ
と
。

　
　
６
　
天
王
寺
別
当
時
代
に
寺
物
を
用
い
た
罪
に
よ
り
浄
土
に
生
ま
れ
え
な

　
　
　
か
っ
た
道
命
阿
閣
梨
自
身
が
、
法
華
経
読
諦
の
力
に
よ
っ
て
親
率
天
に

　
　
　
生
ま
れ
た
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
１
・
２
・
６
と
『
法
華
験
記
』
と
に
、
共
通

の
源
泉
が
存
在
す
る
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
法
華
験
記
』
に

は
み
え
な
い
『
今
昔
物
語
集
』
の
３
・
４
・
５
を
『
法
華
験
記
』
は
「
如
是
等

事
。
更
有
其
数
。
」
と
す
る
。

　
　
　
　
（
二
）
　
「
道
命
阿
闇
梨
」

　
『
今
昔
物
語
集
』
『
法
華
験
記
』
は
道
命
阿
闇
梨
を
「
天
台
座
主
慈
恵
大
僧
正



弟
子
」
と
す
る
。
天
台
座
主
良
源
は
史
書
に
名
が
み
え
る
。
「
慈
恵
大
僧
正
」

と
は
良
源
の
誼
で
あ
る
。
『
日
本
紀
略
』
に
お
け
る
、
良
源
に
関
す
る
記
事
を

取
り
出
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
村
上
天
皇

¢
応
和
三
年
八
月
廿
一
日
庚
子
。
自
二
今
日
一
於
二
清
涼
殿
」
被
レ
転
二
読
法

　
　
華
経
Ｊ
読
経
終
。
南
北
二
京
僧
論
議
。

　
康
保
三
年
二
月
廿
三
戊
午
。
臨
時
仁
王
会
。
又
於
二
仁
寿
殿
」
令
三
律

　
　
師
良
源
修
二
不
動
法
」
番
僧
廿
口
。

　
康
保
三
年
八
月
十
九
日
辛
亥
。
於
二
大
極
殿
一
御
修
法
。
依
二
天
変
一
也
。

　
　
又
於
二
仁
寿
殿
一
令
＝
一
律
師
良
源
修
二
不
動
法
」
番
僧
廿
口
。

＠
康
保
三
年
八
月
廿
七
日
己
未
。
以
二
権
律
師
良
源
一
為
二
天
台
座
主
」
勅

　
　
使
左
少
将
懐
忠
。

　
円
融
天
皇

　
　
天
禄
二
年
四
月
廿
五
日
庚
寅
。
天
台
舎
利
会
。
井
総
持
院
塔
供
養
。
件

　
　
院
。
去
年
焼
亡
之
後
。
座
主
権
少
僧
都
良
源
建
二
立
之
Ｊ
参
議
以
下
。
弁

　
　
少
勉
言
。
殿
上
侍
臣
。
諸
大
夫
等
参
集
。
有
二
音
楽
Ｊ

＠
　
天
禄
三
年
四
月
一
日
庚
寅
。
是
日
也
天
台
山
講
堂
舎
利
会
。
御
堂
先
年

　
　
焼
亡
。
其
後
座
主
権
少
僧
都
良
源
如
レ
旧
造
二
立
之
」
音
楽
荘
厳
。
微
妙

　
　
具
足
。
公
卿
僧
綱
以
下
多
以
集
会
。

¢
貞
元
二
年
三
月
廿
一
日
壬
午
。
天
台
座
主
良
源
於
二
山
上
一
修
二
舎
利
会
」

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
ゆ
貞
元
二
年
四
月
廿
一
日
辛
亥
。
今
日
天
台
座
主
良
源
於
二
神
楽
岡
吉
田

　
　
寺
一
修
二
舎
利
会
Ｊ
僧
網
以
下
多
以
集
会
。
有
二
楽
。
捧
物
」
小
童
百
五
十

　
　
人
左
右
相
分
。
中
納
言
朝
光
卿
以
下
仙
郎
大
夫
集
会
。

　
　
　
天
元
元
年
十
月
廿
一
日
癸
酉
。
延
暦
寺
座
主
以
下
賀
二
太
政
大
臣
Ｊ

　
＠
天
元
三
年
八
旦
二
日
。
延
暦
寺
座
主
良
源
供
二
養
中
堂
」

　
０
　
天
元
四
年
八
月
十
九
日
。
勅
。
聴
二
僧
正
良
源
乗
レ
董
出
二
入
宮
門
」
天

　
　
皇
不
予
之
問
。
依
二
御
修
法
之
験
力
一
也
。

　
＠
永
観
元
年
十
一
月
廿
七
日
戊
寅
。
天
台
横
川
右
大
臣
新
造
恵
心
院
設
二

　
　
大
法
会
」
座
主
大
僧
正
良
源
以
下
参
会
。
有
二
音
楽
Ｊ

　
花
山
天
皇

　
＠
寛
和
元
年
正
月
三
日
戊
申
。
天
台
座
主
大
僧
正
良
源
入
滅
。

　
一
条
天
皇

　
＠
永
延
二
月
十
六
日
己
酉
。
定
二
故
天
台
座
主
大
僧
正
良
源
慈
恵
大
師
之

　
　
一
１
４
）

　
　
号
↓

な
ど
の
記
事
で
あ
る
。
¢
は
、
『
慈
恵
大
僧
正
伝
』
に
は
、

　
　
　
応
和
三
年
。
天
皇
見
レ
講
二
諦
法
華
経
Ｊ
導
師
十
人
。
聴
衆
十
人
也
。

　
　
第
三
巻
導
師
法
蔵
。
問
者
覚
慶
也
。
問
答
之
中
有
二
定
性
二
乗
不
成
仏
之

　
　
　
　
一
１
５
一

　
　
義
」
（
略
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
法
華
経
を
講
じ
読
諦
し
た
の
は
良
源
で
あ
る
。

＠
　
に
は
番
僧
、
＠
＠
＠
に
は
良
源
以
下
の
僧
の
参
集
、
集
会
が
記
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
－
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

る
。
そ
の
中
に
道
命
阿
閣
梨
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
＠
に
お
け
る

良
源
の
も
つ
「
御
修
法
之
験
力
」
を
道
命
阿
闇
梨
は
引
き
継
ぐ
と
い
え
る
。
＠

に
お
け
る
「
舎
利
会
」
は
「
音
楽
荘
厳
。
微
妙
具
足
。
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ

れ
は
道
命
阿
閣
梨
の
「
音
声
微
妙
」
に
通
う
も
の
で
あ
る
。
「
荘
厳
」
は
法
会

や
内
陣
の
装
束
室
礼
を
讃
え
る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

　
　
　
天
暦
八
年
甲
寅
冬
十
二
月
。
延
義
昭
於
叡
山
。
修
法
華
八
講
。
其
地
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
１
６
）

　
　
厳
。
光
彩
奪
目
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
慈
恵
大
師
伝
』
）

　
　
　
大
般
若
一
部
を
書
写
し
て
、
鎮
守
六
社
に
安
置
し
、
内
陣
の
東
西
両
壇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

　
　
を
建
て
、
仏
前
の
荘
厳
を
増
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（
『
粉
河
寺
縁
起
』
）

な
ど
と
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
一
　
　
　
　
　
　
一
１
９
一

　
天
台
座
主
良
源
に
つ
い
て
は
『
天
台
座
主
記
』
、
『
僧
官
補
任
』
、
『
僧
綱
補
任

（
２
０
）

抄
出
』
な
ど
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
良
源
は
、
「
慈
恵
大
僧
正
伝
」
に
「
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

教
大
師
再
二
来
葱
山
Ｊ
重
興
二
我
寺
一
焉
。
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
良
源
和
尚

は
、
忠
平
没
後
そ
の
喪
家
に
侍
し
た
。
師
輔
は
忠
平
の
遺
託
に
よ
っ
て
「
師

　
　
　
　
　
（
２
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
３
）

事
」
し
た
と
い
う
。
ま
た
「
帝
親
命
内
供
奉
十
禅
師
。
」
と
さ
れ
、
冷
泉
天
皇

東
宮
の
時
の
護
持
僧
に
な
っ
た
と
い
う
。
『
日
本
紀
略
』
に
、

　
　
　
永
観
元
年
十
月
廿
五
日
丁
未
。
今
日
。
右
大
臣
天
台
横
川
建
立
薬
師
堂

　
　
被
レ
供
二
養
之
Ｊ

　
　
　
永
観
元
年
十
一
月
廿
七
日
戊
寅
。
天
台
横
川
右
大
臣
新
造
恵
心
院
設
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
４
）

　
　
大
法
会
Ｊ
座
主
大
僧
正
良
源
以
下
参
会
。
有
二
音
楽
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

と
あ
る
よ
う
に
、
兼
家
は
横
川
に
薬
師
堂
、
恵
心
院
を
建
立
し
た
。

　
そ
の
よ
う
に
天
台
座
主
良
源
は
史
書
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
。

　
「
道
命
阿
闇
梨
」
の
名
は
家
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、

三
条
天
皇
は
、
即
位
ま
も
な
く
「
御
邪
気
」
に
悩
ま
さ
れ
た
。
『
御
堂
関
白
記
』

、
や
『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
、
道
命
阿
閣
梨
は
、
特
に
三
条
天
皇
の
不
例
の
恢
復

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
一

に
功
績
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
史
書
と
家
記
と
の
関
係
が

み
て
と
れ
よ
う
。
「
道
命
阿
闇
梨
」
を
記
す
日
記
の
記
事
を
挙
げ
る
と
、
次
の

よ
う
で
あ
る
。

　
寛
弘
四
（
一
〇
〇
七
）
年
三
月

　
¢
　
十
七
日
、
甲
寅
、
故
飯
室
僧
正
誼
号
慶
、
門
徒
僧
綱
・
諸
僧
等
来
、
其

　
　
次
云
、
賀
表
奏
儀
式
如
何
、
示
云
、
参
陣
外
、
案
上
置
表
筥
、
【
加
花

　
　
足
、
】
不
裏
物
来
付
近
衛
佐
、
奏
聞
宜
歎
、
一
人
取
之
可
授
也
、
是
不
知

　
　
僧
所
、
准
上
達
部
賀
表
也
、
僧
等
出
後
参
内
、
御
読
経
結
願
、
一
品
宮
准

　
　
三
宮
勅
書
未
改
奏
、
依
無
一
定
也
、
上
達
共
定
云
、
中
務
省
進
太
政
官
返

　
　
勅
書
、
先
日
諸
卿
所
署
可
被
絶
所
者
、
彼
省
付
内
侍
、
可
復
奏
、
即
返
給
、

　
　
進
太
政
官
、
可
成
官
符
、
如
令
条
、
御
読
経
結
願
了
、
候
前
後
令
申
巻
数
、

　
　
候
宿
、
来
僧
網
大
僧
都
覚
運
・
少
僧
都
院
源
・
律
師
尋
光
・
如
源
、
内
供

　
　
阿
閣
梨
有
其
数
、
僧
網
等
合
相
、
凡
僧
尋
空
・
尋
円
・
道
命
等
有
前
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
御
堂
関
白
記
』
）

　
長
和
四
（
一
〇
一
五
）
年
閏
六
月



＠
十
二
日
、
庚
寅
、
一
略
）
早
朝
資
平
来
云
、
主
上
御
目
弥
倍
御
、
太
不

　
　
便
也
、
不
召
有
験
人
、
只
召
阿
闇
梨
道
命
、
令
諦
法
華
経
、
其
問
調
伏
御

　
　
邪
気
、
万
人
所
不
許
、
疑
是
霊
物
謀
略
歎
、
有
験
人
悉
倦
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
７
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
小
右
記
』
）

寛
仁
元
（
一
〇
一
七
）
年
十
月

　
　
廿
五
日
、
庚
寅
、
今
日
可
定
申
賀
茂
行
幸
御
祈
十
社
御
読
経
事
之
申

　
　
以
権
弁
朝
臣
令
申
摂
政
、
有
可
許
之
御
報
、
（
略
）
」
午
勉
許
参
内
、
【
宰

　
　
相
同
車
、
定
問
依
服
不
着
陣
、
】
宰
相
不
参
、
先
問
陰
陽
寮
之
参
不
、
難

　
　
召
遣
未
参
者
、
仰
可
且
定
僧
名
之
由
、
余
移
着
南
座
、
史
進
例
文
【
去
三

　
　
月
石
清
水
行
幸
十
社
御
読
経
定
文
、
】
井
僧
綱
・
已
講
・
内
供
・
阿
闇
梨

　
　
名
帳
、
名
僧
帳
等
、
硯
置
宰
相
座
、
次
権
弁
重
ヂ
朝
臣
着
座
、
示
事
由
令

　
　
書
、
【
石
清
水
法
眼
和
尚
定
清
・
賀
茂
上
権
律
師
教
静
・
賀
茂
下
権
律
師

　
　
成
秀
・
松
尾
権
律
師
懐
壽
・
平
野
権
律
師
永
円
・
稲
荷
権
大
僧
都
慶
命
・

　
　
大
原
野
権
律
師
定
誓
・
春
日
権
大
僧
都
林
懐
・
大
神
法
修
・
住
吉
道
命
・

　
　
比
叡
大
僧
都
慶
円
、
】
書
了
来
余
許
、
置
笏
進
之
復
座
、
余
見
了
、
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
８
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
小
右
記
』
）

　
寛
仁
四
（
一
〇
二
〇
）
年

　
＠
　
同
年
七
月
四
日
、
阿
闇
梨
道
命
逝
去
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
２
９
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
小
右
記
　
小
記
目
録
』
「
僧
侶
入
滅
事
」
）

¢
に
は
「
僧
綱
」
と
し
て
「
大
僧
都
」
以
下
が
記
さ
れ
、
「
内
供
阿
闇
梨
」
と

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

は
区
分
さ
れ
て
い
る
。
道
命
は
阿
闇
梨
た
ち
の
名
の
末
尾
に
み
え
る
。
　
に
は

「
有
験
人
」
と
し
て
「
阿
闇
梨
道
命
」
が
召
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
法
華
経

を
諦
す
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
の
御
邪
気
を
調
伏
し
た
と
い
う
効
験
が
み
え
る
。

　
に
は
「
僧
綱
・
已
講
・
内
供
・
阿
闇
梨
名
帳
」
の
区
分
が
み
え
る
。
天
皇
が

邪
気
に
よ
っ
て
不
例
と
な
り
、
僧
の
調
伏
に
よ
っ
て
恢
復
し
て
い
る
。

　
道
命
の
法
華
経
読
諦
の
効
験
は
阿
闇
梨
の
も
の
で
あ
る
。
『
類
聚
国
史
』
「
仏

道
部
」
に
、

　
　
　
清
和
天
皇
貞
観
十
八
年
六
月
丙
午
朔
。
延
暦
寺
座
主
伝
燈
大
法
師
位
円

　
　
珍
上
表
。
請
下
以
二
内
供
奉
十
禅
師
伝
燈
大
法
師
位
兼
雲
Ｊ
授
二
蘇
悉
地
大

　
　
法
一
為
二
三
部
大
法
阿
闇
梨
Ｊ
内
供
奉
僧
十
禅
師
伝
燈
大
法
師
位
常
済
為
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
０
一

　
　
両
部
大
法
阿
闇
梨
〃
詔
聴
レ
之
。

と
あ
る
。
延
暦
寺
座
主
が
阿
闇
梨
位
を
授
け
た
こ
と
を
「
上
表
」
し
、
清
和
天

皇
が
こ
れ
を
許
し
た
。
こ
れ
が
阿
闇
梨
の
設
置
で
あ
る
。

　
延
暦
寺
座
主
円
珍
す
な
わ
ち
智
讃
大
師
は
最
初
に
阿
闇
梨
と
な
っ
た
。
『
智

讃
大
師
伝
』
に
は
、
承
和
十
三
年
条
に
、

　
　
　
冬
十
月
。
和
尚
為
上
瑚
聖
主
。
下
鎮
率
土
。
於
松
尾
明
神
社
。
発
願
誓

　
　
云
。
願
我
毎
年
五
月
八
日
。
十
月
八
日
。
於
比
叡
明
神
社
頭
。
講
演
法
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
１
一

　
　
仏
名
等
大
乗
経
。
以
為
一
生
之
事
。
即
於
彼
社
。
始
修
講
事
。

と
あ
る
。
明
神
に
法
華
経
等
を
講
ず
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
史
書
に
記
さ

れ
る
事
蹟
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
『
古
事
談
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
　
「
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

『
今
昔
物
語
集
』
『
法
華
験
記
』
に
お
け
る
神
の
聴
聞
は
、
史
書
の
周
辺
に
位
置

。
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
円
珍
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
一

　
　
　
　
貞
観
十
年
六
月
三
日
。
有
勅
任
座
主
。

と
あ
る
。
第
四
代
天
台
座
主
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
貞
観
十
八
年
九
月
廿
三
日
。
更
可
令
加
一
人
之
宣
旨
。
下
於
寺
家
。

　
　
　
　
元
慶
元
年
。
天
皇
登
昨
之
初
。
依
例
講
百
座
仁
王
般
若
経
。
別
有
勅
命
。

　
　
　
和
尚
為
御
前
講
師
。
是
日
。
宏
弁
涌
溢
。
金
声
玉
潤
。
閏
座
公
卿
。
莫
不

　
　
　
（
３
３
一

　
　
　
歎
服
。

清
和
天
皇
退
位
か
ら
陽
成
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
、
仁
王
経
が
講
ぜ
ら
れ
た
。

円
珍
が
講
ず
る
さ
ま
は
「
宏
弁
涌
溢
。
金
声
玉
潤
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
第
十
八
代
天
台
座
主
は
良
源
で
あ
る
。
『
慈
恵
大
師
伝
』
に
、

　
　
　
　
円
融
院
天
禄
二
年
辛
未
夏
四
月
十
五
日
。
始
行
布
薩
。
約
以
月
月
之
黒

　
　
　
白
。
師
毎
朝
諦
十
重
四
十
八
軽
。
至
其
日
。
登
高
座
。
唱
梵
網
二
字
。
光

　
　
　
　
（
３
４
）

　
　
　
出
乎
口
。

墓
言
を
唱
え
る
さ
ま
は
「
唱
梵
網
二
字
。
光
出
乎
口
」
と
讃
え
ら
れ
る
。
円
珍

に
つ
い
て
も
、
良
源
に
つ
い
て
も
、
そ
の
高
貴
な
る
音
声
は
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
円
珍
か
ら
良
源
、
そ
の
良
源
の
弟
子
道
命
の
「
其
声
微
妙
」
へ
と
引

き
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
其
声
微
妙
」
を
も
っ
て
墓
言
を
唱
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
験
力
を
発
揮
す
る
と
こ
ろ
に
阿
闇
梨
の
真
価
が
問
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
「
僧
網
」
の
規
定
に
つ
い
て
、
『
新
儀
式
』
第
五
「
任
二
僧
綱
一
事
」
は
、
『
令

　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
一

義
解
』
巻
二
「
僧
尼
令
」
に
拠
り
つ
つ
、

　
　
　
任
二
僧
綱
一
事
【
付
法
務
僧
綱
内
供
奉
十
禅
師
延
暦
寺
座
主
阿
闇
梨
僧

　
　
位
記
。
】

　
　
　
召
二
大
臣
於
御
前
Ｊ
定
二
任
僧
網
一
畢
。
僧
正
一
人
。
大
僧
都
一
人
。
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
６
一

　
　
僧
都
二
人
。
律
師
四
人
。
権
律
師
四
人
。
合
十
四
人
。

と
す
る
。
僧
正
、
僧
都
、
律
師
が
僧
綱
と
し
て
任
ぜ
ら
れ
る
。
阿
閣
梨
は
座
主

が
阿
闇
梨
位
を
授
け
る
。
そ
れ
は
僧
綱
に
対
し
て
「
有
職
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

に
属
す
る
。
『
大
鏡
』
道
長
伝
、
顕
信
出
家
の
条
に
、

　
　
　
受
戒
に
は
や
が
て
殿
の
ぽ
ら
せ
た
ま
ひ
、
人
々
、
わ
れ
も
く
と
御
と

　
　
も
に
ま
い
り
た
ま
ひ
て
、
い
と
よ
そ
ほ
し
げ
な
り
き
。
威
儀
僧
に
は
、
え

　
　
も
い
は
ぬ
も
の
ど
も
を
え
ら
せ
た
ま
ひ
き
。
御
さ
き
に
、
有
職
・
僧
綱
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
７
一

　
　
も
の
や
ん
ご
と
な
き
候
。

と
あ
る
。
松
村
博
司
氏
は
「
ウ
シ
キ
。
已
講
・
内
供
・
阿
閣
梨
の
三
僧
官
。
僧

　
　
（
３
８
一

網
に
次
ぐ
」
と
い
う
。
ま
た
、
『
十
訓
抄
』
第
十
「
可
レ
庶
二
幾
才
能
芸
業
一
事
」

三
四
条
に
は
、

　
　
　
三
井
寺
の
覚
讃
僧
正
、
年
高
く
な
り
て
、
有
職
を
ゆ
る
さ
れ
ざ
り
け
る

　
　
が
、
熊
野
に
詣
で
て
、

　
　
　
　
　
山
川
の
あ
ざ
り
と
な
ら
で
沈
み
な
ば
深
き
う
ら
み
の
名
を
や
流
さ

　
　
　
　
　
ん
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
３
９
一

　
　
　
鳥
羽
院
き
こ
し
め
し
て
、
阿
閣
梨
に
な
さ
れ
に
け
り
。

と
あ
る
。
石
橋
尚
賓
氏
は
、
「
有
職
」
は
「
僧
の
職
名
な
り
」
と
い
い
、
『
拾
芥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
４
０
一

抄
』
を
引
く
。
す
な
わ
ち
「
已
講
」
「
内
供
」
「
阿
闇
梨
」
を
い
う
。

　
阿
闇
梨
は
、
『
日
本
紀
略
』
醍
醐
天
皇
延
長
八
年
七
月
廿
一
日
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
４
１
一

　
　
　
請
二
天
台
阿
闇
梨
五
人
於
常
寧
殿
Ｊ
調
二
備
五
壇
修
法
↓

と
あ
る
よ
う
に
、
真
言
を
唱
え
修
法
を
修
す
る
。
『
新
儀
式
』
第
五
「
御
修
法

事
」
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
御
修
法
者
。
蔵
人
一
人
執
二
行
其
事
」
【
於
二
他
所
一
被
レ
修
時
。
同
奉
レ

　
　
仰
令
レ
持
二
御
衣
」
向
二
其
所
Ｊ
伝
二
仰
旨
於
阿
閣
梨
一
令
レ
修
レ
之
。
】
召
二
仰

　
　
内
蔵
寮
一
之
。
録
二
可
レ
用
之
雑
物
一
進
レ
之
。
即
奏
聞
下
二
給
上
卿
Ｊ
此
間

　
　
仰
二
四
衛
府
井
近
江
国
Ｊ
停
二
止
日
次
御
賛
」
【
諸
衛
以
二
生
莱
類
一
相
代

　
　
進
レ
之
。
御
浄
食
日
亦
同
。
】
初
夜
後
夜
時
後
。
阿
闇
梨
率
二
番
僧
一
奉
二
仕

　
　
加
持
Ｊ
【
東
廟
御
障
子
北
戸
前
為
二
阿
闇
梨
座
二
遇
二
御
格
子
一
敷
二
番
僧
座
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
４
２
一

　
　
御
結
願
日
。
撤
二
昼
御
座
」
垂
二
母
屋
御
簾
」
南
第
三
間
鋪
レ
畳
。
】
（
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
阿
闇
梨
の
役
割
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
御
修
法
」
は
蔵
人
が

執
行
す
る
。
阿
闇
梨
は
番
僧
を
率
い
て
加
持
に
奉
仕
す
る
。
『
西
宮
記
』
巻
十

三
「
御
修
法
」
に
も
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
を
定
め
る
の
は
陰
陽
師
の
管
轄

で
あ
る
が
、
阿
閣
梨
が
準
備
を
進
め
る
。
「
天
台
暮
言
第
一
人
」
が
召
さ
れ

一
４
３
一る

の
で
あ
る
。

　
阿
闇
梨
の
効
験
は
そ
の
よ
う
な
修
法
に
か
か
わ
る
。
邪
気
を
調
伏
退
散
さ
せ

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

る
こ
と
に
優
れ
た
者
が
阿
闇
梨
と
な
さ
れ
る
。
真
言
を
唱
え
る
こ
と
に
優
れ
た

者
で
あ
る
。
法
華
経
読
諦
が
「
音
声
微
妙
」
で
あ
る
こ
と
は
、
行
法
に
お
け
る

阿
闇
梨
の
卓
越
し
た
特
性
と
い
え
る
。

（
三
）
　
「
五
条
」

「
西
洞
院
」

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
冒
頭
話
に
お
い
て
、
道
命
阿
闇
梨
の
前
に
姿
を
現
わ
し

た
も
の
が
な
ぜ
「
五
条
西
洞
院
」
の
「
翁
」
で
あ
る
の
か
。
平
安
京
に
お
い
て
、

「
五
条
」
は
『
日
本
紀
略
』
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
桓
武
天
皇

　
¢
延
暦
廿
三
年
二
月
丙
午
朔
戊
申
。
幸
二
西
八
条
井
五
条
院
Ｊ

　
清
和
天
皇

　
　
　
貞
観
元
年
四
月
十
八
日
癸
卯
。
皇
太
后
遷
レ
自
二
東
宮
」
御
二
右
大
臣
西

　
　
三
条
第
Ｊ
去
年
八
月
廿
九
日
。
与
二
今
上
一
同
レ
輿
。
遷
レ
自
二
冷
泉
院
」

　
　
御
二
於
東
宮
」
擬
レ
還
二
五
条
宮
」
暫
御
二
大
臣
第
」
為
レ
避
レ
忌
也
。

　
陽
成
天
皇

　
　
　
元
慶
元
年
二
月
廿
七
日
己
亥
。
中
台
印
奉
レ
宛
二
中
宮
職
Ｊ
此
印
在
二
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
４
４
一

　
　
皇
大
宮
五
条
宮
」
今
有
レ
勅
奉
レ
之

さ
ら
に
『
日
本
三
代
実
録
』
か
ら
、

　
清
和
天
皇

　
＠
　
貞
観
六
年
正
月
十
四
日
辛
丑
。
延
暦
寺
座
主
伝
灯
大
法
師
位
円
仁
卒
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
－
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
　
（
略
）
斉
衡
三
年
六
月
太
皇
大
后
藤
原
氏
。
請
二
僧
綱
名
僧
於
五
条
宮
Ｊ

　
　
四
ケ
日
間
。
講
二
法
華
経
Ｊ
太
后
受
二
菩
薩
大
戒
。
三
味
耶
戒
。
及
壇
潅

　
　
頂
」
行
二
大
乗
布
薩
Ｊ

　
　
　
貞
観
十
三
年
閏
九
月
廿
八
日
辛
丑
。
是
日
太
皇
大
宮
崩
。
姓
藤
原
氏
。

　
　
諌
順
子
。
贈
太
政
大
臣
正
一
位
冬
嗣
朝
臣
之
女
也
。
（
略
）
天
安
二
年
八

　
　
月
乙
卯
。
文
徳
天
皇
崩
。
后
哀
働
柴
毅
。
後
遂
落
彩
為
レ
尼
。
請
二
東
大

　
　
寺
戒
壇
諸
僧
於
五
条
宮
一
。
受
二
大
乗
戒
」
屈
二
延
暦
寺
座
主
円
仁
Ｊ
受
二

　
　
　
　
（
４
５
一

　
　
菩
薩
戒
↓

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
か
ら
　
の
「
五
条
宮
」
は
藤
原
冬
嗣
女
順

子
の
里
第
で
あ
る
。
「
五
条
」
と
い
う
名
を
も
っ
て
邸
第
が
「
五
条
宮
」
と
呼

ば
れ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
名
で
あ
る
の
か
。

　
神
尾
登
喜
子
氏
は
、
『
風
土
記
』
に
つ
い
て
、
「
地
名
の
重
層
性
と
命
名
の
原

理
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「
本
質
的
に
地
名
に
は
三
つ
の
あ
り

方
が
あ
る
。
」
と
し
て
、

　
　
　
１
　
地
形
に
基
づ
く
地
名

　
　
　
ｎ
　
類
辞
に
基
づ
く
地
名

　
　
　
皿
　
数
詞
に
基
づ
く
地
名

　
　
　
　
　
　
（
４
６
一

を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
『
風
土
記
』
に
お
け
る
地
名
は
、
山
川
原
野
の
地
勢
に
よ
る
も
の
が
基

　
　
本
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
神
々
や
天
皇
に
関
わ
る
地
名
起
源
を
有
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
が
新
た
に
命
名
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
律
令
制
の
確
立
に
よ
る
地

　
　
　
　
　
一
４
７
一

　
　
名
が
加
わ
る
。

と
説
か
れ
た
。
「
五
条
」
は
、
神
尾
氏
の
説
か
れ
る
「
皿
．
数
詞
に
基
づ
く
地

名
」
に
該
当
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
氏
の
説
か
れ
る
「
律
令
制
の
確
立
に
よ
る

地
名
」
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

　
内
裏
か
ら
出
て
五
条
宮
へ
赴
く
に
は
、
最
も
近
い
大
路
す
な
わ
ち
西
洞
院
大

路
を
南
下
し
、
五
条
大
路
を
折
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
「
五
条
西
洞
院
」
と

は
そ
の
よ
う
な
都
の
要
砥
で
あ
る
と
い
え
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
五
条
西

洞
院
」
は
、
平
安
京
の
大
路
の
名
を
い
う
。
儀
式
書
に
み
え
る
大
路
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
『
内
裏
儀
式
』
『
内
裏
式
』
に
は
大
路
の
名
は
み
え
な
い
。

『
儀
式
』
に
は
、

　
０
　
山
城
国
司
五
位
一
人
六
位
一
人
率
二
郡
司
等
一
候
二
京
極
大
路
一
引
道
到
二

　
　
祓
所
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
春
日
祭
儀
」
）

　
　
　
山
城
国
司
率
二
史
生
博
士
医
師
郡
司
等
一
候
二
京
東
極
路
一
奉
レ
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
賀
茂
祭
儀
」
）

　
　
　
内
蔵
寮
供
饅
行
酒
詑
使
等
相
引
到
二
北
辺
路
一
　
　
　
（
「
賀
茂
祭
儀
」
）

　
＠
　
次
主
礼
二
人
次
第
司
一
人
後
陣
廿
人
【
左
右
分
列
】
共
到
二
七
条
衝
一

　
　
而
相
会
出
二
朱
雀
大
路
一
干
時
神
祇
官
井
神
服
等
自
二
悠
紀
行
列
一
進
立
二
大

　
　
路
中
央
一
両
国
相
分
在
二
左
右
一
　
　
　
　
　
　
　
（
「
践
酢
大
嘗
祭
儀
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
８
一

　
　
　
神
祇
官
陳
二
祓
物
於
朱
雀
門
前
路
南
一
　
　
　
　
　
　
　
（
「
大
祓
儀
」
）



な
ど
と
あ
る
。
¢
か
ら
＠
の
例
は
い
ず
れ
も
、
平
安
京
の
中
心
を
な
す
朱
雀
大

路
と
、
京
極
大
路
、
北
辺
路
な
ど
京
域
を
縁
ど
る
大
路
で
あ
る
。
都
城
を
守
る

四
神
の
一
た
る
「
朱
雀
」
を
名
に
負
う
「
朱
雀
大
路
」
は
、
天
皇
の
も
の
で
あ

る
。
『
新
儀
式
』
に
は
一
例
、
「
野
行
幸
」
に
、

　
　
　
乗
輿
出
御
。
（
略
）
雇
従
群
官
行
列
如
レ
常
。
一
略
）
乗
輿
到
二
京
極
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
４
９
一

　
　
路
Ｊ
京
職
官
人
下
レ
馬
而
引
留
之
。
至
二
干
野
口
↓

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
行
幸
の
経
路
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。
『
西
宮
記
』

も
「
野
行
幸
」
の
み
な
ら
ず
、
儀
式
に
か
か
わ
る
京
域
内
の
経
路
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
記
さ
な
い
。

　
天
皇
の
行
幸
に
は
朱
雀
大
路
が
用
い
ら
れ
た
。
大
原
野
行
幸
で
は
、
南
北
は

朱
雀
大
路
、
東
西
は
五
条
大
路
が
用
い
ら
れ
た
。
廣
川
先
生
は
『
源
氏
物
語
』

の
大
原
野
行
幸
に
つ
い
て
「
『
河
海
抄
』
は
「
李
部
王
記
」
に
い
う
、
延
長
六

年
十
二
月
五
日
、
醍
醐
天
皇
の
大
原
野
行
幸
を
准
拠
と
す
る
」
こ
と
に
っ
い
て

　
　
　
　
　
一
５
０
一

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
『
李
部
王
記
』
同
日
条
に
は
、

　
　
　
大
原
野
行
幸
、
卯
初
上
御
輿
、
自
朱
雀
門
至
五
条
路
西
折
、
到
桂
河
辺
、

　
　
一
５
１
）

　
　
（
略
）

と
あ
る
。
後
代
、
『
左
経
記
』
治
安
二
（
一
〇
二
二
）
年
一
一
月
一
日
丁
卯
日

条
に
、

　
　
　
天
陰
、
巳
剋
右
少
将
相
共
、
率
史
々
生
官
掌
木
工
検
非
違
使
等
、
始
自

　
　
朱
雀
門
至
干
大
原
野
社
巡
検
、
（
略
）
戌
剋
許
帰
宅
、
終
宵
雷
雨
、
国
口
、

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
近
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
　
【
始
自
朱
雀
門
至
干
七
条
大
路
、
（
左
京
）
、
始
自
七
条
大
路
至
干
浄
福
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
５
２
一

　
　
巽
角
、
（
右
京
）
、
（
略
）
】

と
あ
る
。
大
原
野
行
幸
に
先
だ
ち
、
検
非
違
使
等
が
行
路
を
巡
検
す
る
。
こ
の

と
き
、
行
幸
の
経
路
は
南
北
は
朱
雀
大
路
、
東
西
は
七
条
大
路
を
用
い
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
後
代
に
な
る
と
、
行
幸
に
お
い
て
も
、
南
北
は
必
ず
し
も
朱
雀
大
路
を
用
い

る
と
は
限
ら
ず
、
特
に
東
洞
院
大
路
の
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
『
中

右
記
』
寛
治
元
（
一
〇
八
七
）
年
か
ら
七
年
の
問
、
主
に
行
幸
に
は
東
洞
院
大
路

を
用
い
て
い
る
。
『
春
記
』
永
承
七
（
一
〇
五
二
）
年
五
月
六
日
庚
戌
条
に
は
、

天
皇
行
幸
の
経
路
と
し
て
西
洞
院
大
路
五
条
大
路
の
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
記
す

例
が
あ
る
。

　
　
　
天
晴
、
（
略
）
先
是
諸
卿
参
集
、
已
欲
出
御
云
々
、
（
略
）
此
問
臨
昏
、

　
　
左
大
将
【
右
府
】
已
下
諸
卿
列
立
庭
中
、
【
右
大
将
未
参
入
也
、
】
有
鈴
奏
、

　
　
【
閲
司
先
奏
、
】
其
後
昇
下
刀
藤
、
即
寄
御
輿
乗
御
前
、
予
等
退
出
、
騎
馬

　
　
前
行
、
【
自
董
路
行
、
】
自
堀
河
【
左
衛
門
陣
前
、
】
南
行
、
従
二
条
大
路

　
　
東
折
、
自
洞
院
西
大
路
南
行
、
自
五
条
大
路
西
折
、
猪
（
阿
脱
カ
）
小
路

　
　
南
行
、
入
自
院
東
門
、
御
輿
寄
東
廊
東
戸
前
地
下
、
即
入
御
了
、
（
略
）

こ
の
行
幸
は
『
扶
桑
略
記
』
後
冷
泉
天
皇
同
日
条
に
、

　
　
　
行
二
幸
女
院
御
在
所
六
条
第
」
依
二
御
悩
重
一
也
。
即
日
。
大
二
赦
天
下
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
５
３
一

と
あ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
後
冷
泉
天
皇
の
里
内
裏
は
、
太
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
４
）

静
六
氏
に
よ
る
と
、
冷
泉
院
で
あ
る
。
「
女
院
」
の
「
六
条
第
」
に
向
か
う
の

に
、
お
そ
ら
く
冷
泉
院
の
東
門
か
ら
出
た
と
み
ら
れ
る
。
堀
河
小
路
、
二
条
大

路
、
西
洞
院
大
路
か
ら
五
条
大
路
へ
折
れ
、
さ
ら
に
猪
熊
小
路
を
南
行
す
る
迂

回
路
を
と
っ
て
い
る
。
五
条
大
路
を
用
い
た
の
は
か
つ
て
「
野
行
幸
」
に
そ
れ

を
用
い
た
の
と
は
意
味
が
違
う
。
こ
こ
で
迂
回
し
た
理
由
は
路
の
整
備
に
問
題

が
あ
る
の
か
、
途
中
に
忌
避
す
べ
き
場
所
が
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
も
は
や
天
皇
行
幸
に
朱
雀
大
路
を
用
い
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
「
五
条
」
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
は
、
清
水
寺
参
詣
の
経
路
と
し
て
、

　
　
　
京
ノ
方
二
行
二
、
京
中
ヲ
バ
揮
リ
思
テ
、
五
条
京
極
渡
リ
ニ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
一
六
第
什
三
）

　
　
　
京
ノ
方
へ
走
ケ
ル
程
二
、
五
条
ト
川
原
ノ
辺
ニ
テ
見
返
テ
見
ケ
レ
バ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
九
第
廿
八
）

や
、
南
山
科
・
粟
田
山
へ
の
経
路
と
し
て
、

　
　
　
行
シ
道
ヨ
リ
ハ
不
将
行
テ
、
南
山
科
ニ
ナ
ム
将
出
タ
リ
ケ
ル
。
其
ヨ
リ

　
　
慈
徳
寺
ノ
南
大
門
ノ
前
ヨ
リ
行
道
ヨ
リ
ナ
ム
、
粟
田
山
ヘ
ハ
将
越
テ
、
川

　
　
原
ニ
ハ
出
タ
リ
ケ
ル
。
家
ハ
五
条
辺
二
有
ケ
レ
バ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
５
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
六
第
一
八
）

な
ど
が
み
ら
れ
る
。
平
安
京
の
京
域
の
内
と
、
清
水
寺
や
東
国
な
ど
京
域
の
外

と
の
往
来
は
五
条
大
路
を
用
い
る
も
の
と
さ
れ
た
と
い
え
る
。
院
政
期
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

て
は
、
行
幸
の
み
な
ら
ず
牛
車
の
通
行
も
一
条
二
条
三
条
ま
で
は
頻
繁
に
用
い

ら
れ
る
が
、
五
条
ま
で
用
い
た
と
す
る
記
録
は
稀
で
あ
る
。
南
北
に
平
安
京
を

行
く
と
き
は
、
東
洞
院
大
路
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
に
、
「
五
条
西
洞
院
」
は
、
平
安
京
に
お
け
る
東
西

の
大
路
「
五
条
」
と
、
南
北
の
大
路
「
西
洞
院
」
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
。

そ
の
よ
う
な
「
五
条
西
洞
院
」
は
、
「
斎
の
神
」
の
祀
ら
れ
る
場
所
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
。

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、
冒
頭
話
以
外
に
、
「
五
条
」
は
二
例
が
み
と
め
ら

れ
る
。
一
例
は
、
第
一
一
八
話
「
播
磨
守
子
サ
ダ
ユ
フ
ガ
事
」
に
、

　
　
　
今
は
昔
、
播
磨
守
公
行
が
子
に
、
さ
だ
ゆ
ふ
と
て
、
五
条
わ
た
り
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
６
一

　
　
り
し
も
の
は
、
こ
の
比
あ
る
、
あ
き
む
ね
と
云
も
の
の
父
な
り
。

と
あ
る
。
こ
れ
と
「
同
話
」
と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
七
第
二
六
に

は
、　

　
　
今
昔
、
播
磨
ノ
守
、
佐
伯
ノ
公
行
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。
其
レ
ガ
子
二
、

　
　
左
大
夫
ロ
ト
テ
、
四
条
ト
高
倉
ト
ニ
有
シ
者
一
近
来
有
ル
嬰
ホ
ト
云
フ

　
　
　
（
５
７
一

　
　
ガ
父
也
。

と
あ
っ
て
、
居
所
は
一
致
し
て
い
な
い
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
「
五

条
わ
た
り
」
と
あ
り
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
「
四
条
ト
高
倉
」
と
異
同
が

あ
る
の
は
、
「
左
大
夫
」
の
居
所
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
も
い
え
る
。

　
も
う
一
例
は
、
第
三
二
話
「
柿
木
二
仏
現
ズ
ル
事
」
に
、



　
　
　
昔
、
延
喜
の
御
門
御
時
、
五
条
の
天
神
の
あ
た
り
に
、
大
な
る
柿
の
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
５
８
一

　
　
の
、
実
な
ら
ぬ
あ
り
。
そ
の
う
へ
に
、
仏
あ
ら
は
れ
て
お
は
し
ま
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
と
「
同
話
」
と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
〇
第
三
「
天

狗
現
仏
坐
木
末
語
第
三
」
に
は
、

　
　
　
今
昔
、
延
喜
ノ
天
皇
ノ
御
代
二
、
五
条
ノ
道
祖
神
ノ
在
マ
ス
所
二
、
大

　
　
キ
ナ
ル
不
成
ヌ
柿
ノ
木
有
ケ
リ
。
其
ノ
柿
ノ
木
ノ
上
二
、
俄
二
仏
現
ハ
レ

　
　
　
　
　
　
一
５
９
一

　
　
給
フ
事
有
ケ
リ
。

と
あ
る
。
『
拾
芥
抄
』
延
喜
式
付
載
図
「
東
京
図
」
に
は
、

　
　
　
道
祖
神
　
　
　
五
条
南
西
洞
院
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
０
一

　
　
　
五
条
天
神
　
　
五
条
南
西
洞
院
西

と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
拾
芥
抄
』
は
、
両
社
を
隣
接
し
て
い
る
も
の
と
み
て
い

る
。
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
「
五
条
の
道
祖
神
は
天

神
の
東
南
近
く
に
小
社
と
し
て
残
る
が
、
二
社
の
関
係
は
も
と
も
と
微
妙
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
１
一

同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
高
安
本
小
男
の
草
子
）
」
と
い
う
。
『
新
編
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
２
一

本
古
典
全
集
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
「
天
神
の
東
の
近
隣
に
位
置
す
る
」
と
い

う
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
冒
頭
話
で
、
「
五
条
の
斎
」
と
い
い
、
第
三
二
話
で

「
五
条
の
天
神
の
あ
た
り
に
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
区
別
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
五
条
」
は
「
天
神
社
」
の
位
置
と
よ
り
強
く
結
び
っ

い
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」

考

（
四
）
　
「
五
条
西
洞
院
翁
」

と
「
斎
の
神
」

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
「
翁
」
は
、
冒
頭
話
以
外
に
一
例
が
み
と
め

ら
れ
る
。
第
一
〇
三
話
に
、
「
東
大
寺
に
恒
例
の
大
法
会
」
に
「
鯖
を
売
る
翁
」

が
現
わ
れ
「
大
会
の
講
師
」
と
な
り
、
そ
の
後
忽
然
と
姿
を
消
し
た
と
い
う
。

こ
れ
と
「
同
話
」
と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
第
二
一
巻
第
七
話
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
３
一

「
天
皇
」
は
そ
の
「
翁
」
を
「
仏
ノ
来
リ
給
ヘ
リ
ケ
ル
也
」
と
み
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
翁
」
の
事
例
に
つ
い
て
、
特
に
、
巻
第
一
三

第
三
四
で
は
、
「
道
祖
神
」
が
「
年
老
タ
ル
翁
」
と
な
っ
て
、
法
華
経
を
読
諦

す
る
僧
道
公
の
前
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
「
翁
」
は
、
「
行
疫
神
」
が
騎
馬
で
国

内
を
巡
る
と
き
、
そ
の
「
前
駈
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
苦
痛
を
訴
え
る
。
そ

し
て
自
ら
が
「
下
劣
ノ
神
形
ヲ
棄
テ
・
、
速
二
上
品
ノ
功
徳
ノ
身
ヲ
得
ム
ト
思

フ
」
こ
と
を
願
い
、
法
華
経
の
読
諦
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
遂
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
４
一

い
と
い
う
。
果
た
し
て
「
菩
薩
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
「
神
形
」

を
備
え
て
い
る
こ
と
を
捨
て
た
い
と
願
う
「
道
祖
神
」
は
、
「
翁
」
の
姿
を
も

っ
て
出
現
し
、
仏
へ
の
帰
依
を
願
う
。
そ
の
出
現
の
理
由
は
、
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
冒
頭
話
に
お
い
て
、
「
翁
」
が
道
命
阿
闇
梨
の
前
に
現
わ
れ
、
聴
聞
の
機

会
を
得
た
こ
と
を
喜
ぶ
こ
と
と
一
致
す
る
。

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
斎
」
は
次
の
三
例
で
あ
る
。

　
¢
　
た
・
「
仏
っ
く
り
奉
れ
」
と
い
へ
ば
、
た
“
ま
ろ
が
し
ら
に
て
斎
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
　
の
冠
も
な
き
や
う
な
る
物
を
、
五
頭
き
ざ
み
た
て
て
、
供
養
し
奉
ら
ん
講

　
　
師
し
て
、
そ
の
仏
、
か
の
仏
と
名
を
付
奉
る
也
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
一
〇
話
「
ツ
ネ
マ
サ
が
郎
等
仏
供
養
事
」
）

　
　
　
「
何
事
い
ひ
お
る
、
古
大
君
ぞ
。
さ
え
の
神
ま
つ
り
て
狂
ふ
に
こ
そ
あ

　
　
め
れ
」
な
ど
っ
ぶ
や
き
て
な
ん
、
　
　
　
　
（
第
一
二
〇
話
「
豊
前
王
事
」
）

　
　
　
筑
紫
に
、
た
う
さ
か
の
さ
へ
と
申
斎
の
神
ま
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
５
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
二
六
話
「
出
家
功
徳
事
」
）

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い
て
、
「
斎
」
は
「
斎
の
神
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
冒
頭
話
に
お
い
て
、
「
五
条
西
洞
院
の
辺
」
と
い
う
場
所
を
も
っ
て

白
ら
の
存
在
を
示
す
「
翁
」
は
、
平
安
京
の
主
要
な
大
路
の
交
差
す
る
場
所
に

祭
祀
さ
れ
た
「
斎
の
神
」
で
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
二
二
六
話
に
、
「
筑

紫
国
」
の
こ
と
と
し
て
、
「
武
蔵
寺
」
に
「
梵
天
、
帝
尺
、
諸
天
、
竜
神
」
な

ど
が
参
集
す
る
こ
と
を
、
何
者
か
が
「
斎
の
神
」
に
告
げ
知
ら
せ
る
。
そ
の
こ

と
を
僧
が
見
聞
し
た
と
す
る
。
「
年
七
十
余
ば
か
り
な
る
翁
」
の
出
家
を
喜
ん

で
「
梵
天
、
帝
尺
、
諸
天
、
竜
神
」
た
ち
が
参
集
す
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
、
こ

れ
に
馳
せ
参
じ
よ
う
と
す
る
。
彼
等
は
「
新
仏
」
の
「
出
家
随
分
の
功
徳
」
に

あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
。
「
梵
天
、
帝
尺
、
諸
天
、
竜
神
」
な
ど
は
「
天
衆
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

　
第
二
二
六
話
と
「
同
話
」
と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
一
九
第
二
一
に

は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

　
　
　
其
ノ
時
二
僧
ノ
思
ハ
ク
、
「
然
バ
、
此
ノ
翁
ノ
出
家
ス
ル
ヲ
随
喜
シ
給

　
　
ト
テ
、
天
衆
・
地
類
ノ
集
リ
給
ヲ
聞
テ
、
鬼
神
モ
『
新
キ
仏
出
給
フ
』
ト

　
　
道
祖
ニ
ハ
告
ル
ニ
コ
ソ
有
ケ
レ
ト
」
思
フ
ニ
、
哀
レ
ニ
貴
キ
事
元
限
ク
シ

　
　
　
　
　
（
６
６
一

　
　
テ
去
ニ
ケ
リ
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
道
祖
神
」
に
呼
び
掛
け
た
者
を
「
鬼
神
」
と
い
う
。
ま

た
、
諸
神
を
「
天
衆
・
地
類
」
と
い
う
。
「
斎
の
神
」
は
「
鬼
神
」
に
類
す
る

も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。

　
冒
頭
話
に
お
い
て
「
五
条
西
洞
院
翁
」
は
、
「
五
条
の
斎
」
と
さ
れ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
、
「
道
祖
神
に
斎
の
字
を
当
て
、
仮

名
書
の
場
合
は
「
サ
ェ
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
斎
に
「
サ
ェ
」
の
音
は
な
い
。

但
し
古
く
か
ら
「
サ
イ
ノ
カ
ミ
」
「
サ
ェ
ノ
カ
ミ
」
の
二
様
の
い
い
方
」
が
行

わ
れ
て
い
た
と
し
て
、
「
「
斎
」
の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
て
も
、
恐
ら
く
は
「
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
７
一

へ
（
工
）
」
と
発
音
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
」
と
み
る
。
中
島
悦
次
氏
は

「
五
条
大
路
に
鎮
座
し
て
い
る
道
祖
神
。
斎
（
さ
い
）
と
は
塞
（
さ
へ
）
の
転

詑
で
道
路
に
立
っ
て
旅
人
の
た
め
に
邪
悪
を
塞
止
す
る
神
。
」
で
あ
る
と
い
い
、

『
和
名
抄
』
を
引
く
。
す
な
わ
ち
「
道
祖
。
風
俗
通
日
、
共
工
氏
之
子
。
好
二

遠
遊
Ｊ
故
其
死
後
祀
以
為
レ
祖
。
和
名
佐
倍
乃
加
美
、
亦
日
、
道
祖
、
…
…
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
６
８
一

名
、
太
無
介
野
加
美
。
道
上
祭
。
ニ
ム
道
神
也
。
」
を
引
く
。
小
林
智
昭
氏
は
、

「
「
さ
へ
の
か
み
」
の
転
。
道
祖
補
。
道
路
に
立
っ
て
悪
魔
を
防
ぎ
、
道
行
く
人

　
　
（
６
９
一

を
守
る
神
。
」
、
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
、
「
道
祖
神
。
五
条
西
洞
院
の
道



祖
神
社
（
下
京
区
薮
下
町
に
現
存
）
に
祭
ら
れ
る
神
（
猿
田
彦
と
伝
え
る
一
。
」

　
一
７
０
）

と
い
う
。
ま
た
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
、
「
「
斎
」
は
塞
の
神
、
道
祖

神
。
町
々
の
他
界
や
村
々
の
道
路
の
境
界
な
ど
に
祭
ら
れ
、
悪
疫
．
悪
神
を
と

ど
め
、
旅
人
を
守
護
す
る
。
五
条
西
洞
院
の
道
祖
神
社
の
祭
神
は
猿
田
彦
の

　
　
　
　
（
７
１
）

神
。
」
と
み
る
。

　
「
斎
」
が
道
祖
神
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
神
か
。
「
五
条
」
を

負
う
と
こ
ろ
に
こ
の
神
の
本
質
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
五
条
の
斎
」
は
、
康

平
七
（
一
〇
六
四
）
年
に
成
る
『
新
猿
楽
記
』
に
見
え
る
。

　
　
　
西
の
京
に
、
右
衛
門
尉
と
い
ふ
者
有
り
。
一
家
相
挙
り
て
来
り
集
る
。

　
　
所
謂
妻
三
人
、
娘
十
六
人
、
男
九
人
、
各
々
善
悪
相
頒
れ
て
、
一
々
所
能

　
　
同
じ
か
ら
ず
と
云
々
。

　
　
　
第
一
の
本
妻
は
、
齢
既
に
六
十
に
し
て
、
紅
顔
漸
く
衰
へ
、
夫
は
年
僅

　
　
に
五
八
に
及
び
、
色
を
好
む
こ
と
、
甚
だ
盛
な
り
。
（
略
）
常
に
夫
の
心

　
　
の
等
閑
な
る
こ
と
を
恨
む
。
故
に
本
尊
の
聖
天
は
供
す
れ
ど
も
、
験
無
き

　
　
が
如
し
。
持
物
の
道
祖
は
祭
れ
ど
も
、
応
少
き
に
似
た
り
。
野
干
坂
の
伊

　
　
賀
専
が
男
祭
、
飽
苦
本
を
叩
い
て
舞
ふ
。
稲
荷
山
の
阿
小
町
が
愛
の
法
、

　
　
か
は
ら
は
ぜ
　
　
・
つ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
へ
　
　
　
　
し
と
ぎ
も
ち
ち
ひ
ら
て

　
　
鮭
破
前
を
欺
て
喜
び
、
五
条
の
道
祖
に
、
粂
餅
千
葉
手
を
奉
る
。
東
寺

　
　
の
夜
叉
に
、
飯
劔
百
羅
子
を
祀
る
。
千
の
杜
を
叩
い
て
躍
り
、
百
の
幣
を

　
　
　
　
　
一
７
２
一

　
　
捧
て
走
る
。

明
ら
か
に
平
安
京
の
五
条
大
路
に
祭
祀
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
令

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
－
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

義
解
』
巻
二
「
神
祇
令
」
第
六
に
、
「
季
夏
」
に
月
次
祭
、
鎮
火
祭
と
並
ぶ

「
道
饗
祭
」
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
道
饗
祭
【
謂
。
卜
部
等
於
二
京
城
四
隅
道
上
（
ホ
ト
リ
）
一
而
祭
之
。

　
　
言
欲
レ
令
下
二
鬼
魅
自
レ
外
来
者
」
不
丙
敢
入
乙
京
師
即
故
預
迎
二
於
道
一
而
饗

　
　
一
７
３
一

　
　
遇
也
。
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
７
３
一

と
あ
る
。
律
令
の
祭
祀
に
属
す
る
。
「
季
冬
」
に
も
こ
の
三
祭
が
み
え
る
。
『
令

集
解
』
巻
七
「
神
祇
令
」
は
、
こ
れ
を
、

　
　
　
道
饗
祭
【
謂
。
ト
部
等
於
二
京
城
四
隅
道
上
一
而
祭
之
。
言
欲
レ
令
四
鬼

　
　
魅
自
レ
外
来
者
。
不
三
敢
入
二
京
師
Ｊ
故
預
迎
二
於
道
一
而
饗
遇
也
。
釈
云
。

　
　
京
四
方
大
路
最
極
。
卜
部
等
祭
。
牛
皮
井
鹿
猪
皮
用
也
。
此
為
二
鬼
魅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
７
４
一

　
　
自
レ
外
莫
ワ
来
二
宮
内
一
祭
之
。
左
右
京
職
相
預
。
古
記
元
レ
別
。
】

と
す
る
。
「
京
四
方
大
路
最
極
。
卜
部
等
祭
。
」
と
注
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
六
月
条
に
も
、

　
　
道
饗
祭
事
。

　
　
　
弘
仁
神
祇
式
云
。
於
二
京
城
四
隅
一
祭
レ
之
。
十
二
月
准
レ
之
。

　
　
　
天
慶
元
年
九
月
一
日
外
記
記
云
。
近
日
東
西
両
京
大
小
路
衝
刻
レ
木

　
　
作
レ
神
。
相
対
安
置
。
凡
豚
体
像
髪
下
佛
丈
夫
頭
上
加
レ
冠
費
辺
垂
占
機
。

　
　
以
レ
丹
塗
レ
身
成
二
緋
杉
〔
彩
歎
〕
色
Ｊ
起
居
不
レ
同
。
逓
各
異
レ
貌
。
或
所

　
　
又
作
二
女
形
」
対
二
大
夫
一
而
立
レ
之
。
膳
下
腰
底
刻
二
絵
陰
陽
Ｊ
構
二
几
案

　
　
於
其
前
Ｊ
置
二
圷
器
於
其
上
Ｊ
児
童
狸
雑
。
拝
礼
段
心
勲
。
或
捧
二
幣
串
一
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
５
一

　
　
供
二
香
花
Ｊ
号
二
岐
神
Ｊ
又
称
二
御
霊
Ｊ
未
レ
知
二
何
祥
Ｊ
時
人
奇
レ
志

と
い
う
。
こ
れ
は
、
『
扶
桑
略
記
』
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
元
年
九
月
二
日
条
と
同

一
７
６
一

文
で
あ
る
。

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
道
命
阿
闇
梨
は
史
書
に
も
記
さ
れ
う
る
こ
と

に
お
い
て
「
歴
史
叙
述
」
に
か
か
わ
る
。
「
経
を
目
出
く
読
け
り
」
で
あ
る
と

い
う
。
道
命
阿
闇
梨
の
法
華
経
読
諦
は
、
『
古
事
談
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
法
華

験
記
』
に
お
い
て
も
、
人
の
み
な
ら
ず
、
神
ま
で
も
聴
聞
す
る
と
い
う
。
そ
れ

は
道
命
阿
閣
梨
の
「
其
音
声
微
妙
」
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺

物
語
』
は
ゾ
道
命
阿
閣
梨
を
「
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
」
で
あ
る
と
し
、
「
和
泉

式
部
」
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
五
条
西
洞
院
」
の
翁
の
聴
聞
を
い

う
こ
と
に
お
い
て
、
「
説
話
」
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
え

る
。　

注

　
（
ユ
）
　
三
木
紀
人
他
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波
書
店
、

　
　
　
　
一
九
九
〇
年
、
七
－
八
頁
。
以
下
本
文
は
こ
れ
に
拠
る
。

　
（
２
）
　
中
島
悦
次
『
宇
治
拾
遺
物
語
全
註
解
』
有
精
堂
、
一
九
七
〇
年
、
四
二
頁
。
三

　
　
　
木
紀
人
氏
他
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
宇
治
拾
遺
物

　
　
　
語
類
話
一
覧
」
五
二
〇
頁
。
以
下
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
か
か
わ
る
「
同
話
」

　
　
　
の
指
摘
は
こ
れ
ら
に
拠
る
。

　
（
３
）
　
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
古
事
談
」
吉
川
弘

　
　
　
文
館
、
一
九
六
五
年
、
六
三
頁
。

四
六

（
４
）
廣
川
勝
美
『
源
氏
物
語
探
求
　
　
都
城
と
儀
式
１
－
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七

　
　
年
、
三
八
八
頁
。

（
５
）
廣
川
勝
美
「
『
源
氏
物
語
』
の
歴
史
叙
述
と
説
話
」
『
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
　
文
学

　
　
史
上
の
『
源
氏
物
語
Ｅ
至
文
堂
、
一
九
九
八
年
。

（
６
）
　
『
続
群
書
類
従
　
第
八
輯
上
　
本
朝
法
華
験
記
」
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

　
　
二
七
年
、
一
七
二
頁
。
以
下
、
『
法
華
験
記
－
と
略
す
。

（
７
）
　
桜
井
徳
太
郎
他
校
注
『
日
本
思
想
大
系
　
寺
社
縁
起
』
「
粉
河
寺
縁
起
」
、
岩
波

　
　
書
店
、
一
九
七
五
年
、
五
〇
頁
。

（
８
）
山
田
孝
雄
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
今
昔
物
語
集
　
三
』
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
六
一
年
、
一
九
四
－
七
頁
。

（
９
）
　
同
書
、
一
九
五
頁
。

（
１
０
）
　
前
掲
書
（
６
）
、
一
七
二
－
四
頁
。

（
１
１
）
　
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
延
喜
式
　
中
篇
－
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
二
年
、
五

　
　
四
〇
頁
。

（
１
２
）
　
『
続
群
書
類
従
　
第
二
八
輯
上
　
寺
門
高
僧
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

　
　
二
六
年
、
八
＝
丁
四
頁
。

（
１
３
）
　
『
群
書
類
従
第
四
輯
僧
官
補
任
」
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
六
年
、

　
　
五
五
四
－
五
頁
。

（
１
４
）
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
日
本
紀
略
　
後
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一

　
　
九
二
九
年
、
八
九
－
一
四
九
頁
。

（
１
５
）
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
六
五
年
、
六
五
－
六
頁
。

（
１
６
）
　
『
続
群
書
類
従
　
第
八
輯
下
　
慈
恵
大
師
伝
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二

　
　
七
年
、
七
三
八
頁
。

（
１
７
）
　
前
掲
書
（
７
）
、
六
七
頁
。

（
１
８
）
　
『
群
書
類
従
第
四
輯
　
天
台
座
主
記
」
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
九
年
、



　
　
六
〇
二
頁
。

一
１
９
一
　
『
群
書
類
従
　
第
四
輯
　
僧
官
補
任
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
九
年
、

　
　
五
四
三
頁
。

（
２
０
）
　
『
群
書
類
従
　
第
四
輯
　
僧
綱
補
任
抄
出
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
九

　
　
年
、
五
一
七
－
五
二
〇
頁
。

（
２
１
）
　
前
掲
書
一
１
５
）
、
六
六
頁
。

（
２
２
）
　
前
掲
書
一
１
５
）
、
六
五
頁
。

（
２
３
一
前
掲
書
一
１
６
）
、
七
三
九
頁
。

一
２
４
）
　
前
掲
書
一
１
４
）
、
一
四
九
頁
。

（
２
５
）
　
前
掲
論
文
（
５
一
。

（
２
６
一
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
陽
明
文
庫
編
『
大
日
本
古
記
録
御
堂
関
白
記

　
　
上
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
二
一
四
－
五
頁
。

一
２
７
一
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
　
小
右
記
四
』
岩
波
書
店
、
一

　
　
九
八
二
年
、
四
八
頁
。

（
２
８
）
　
同
書
、
二
六
〇
頁
。

一
２
９
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
　
小
右
記
十
』
岩
波
書
店
、
一

　
　
九
八
二
年
、
四
七
頁
。

（
３
０
一
　
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
類
聚
國
史
　
後
篇
」
吉
川
弘
文
館
、
一

　
　
九
六
五
年
、
二
八
八
頁
。

（
３
１
）
　
羅
群
書
類
従
第
八
輯
下
智
讃
大
師
伝
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二

　
　
七
年
、
七
〇
二
頁
。

（
３
２
）
　
同
書
、
七
一
〇
頁
。

（
３
３
）
　
同
書
、
七
一
一
頁
。

（
３
４
）
前
掲
書
一
１
６
）
、
七
三
九
頁
。

（
３
５
）
　
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
令
義
解
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、

　
　
八
五
頁
。

　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

（
３
６
）
　
『
群
書
類
従
　
第
六
輯
　
新
儀
式
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
二
年
、
二

　
　
四
九
頁
。

一
３
７
）
松
村
博
司
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
大
鏡
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、

　
　
二
二
一
頁
。

（
３
８
）
　
同
書
、
二
＝
一
頁
。

（
３
９
）
石
橋
尚
賓
『
十
訓
抄
詳
解
』
明
治
書
院
、
一
九
〇
二
年
、
四
七
三
頁
。

（
４
０
）
　
『
新
訂
増
補
故
實
叢
書
　
拾
芥
抄
』
明
治
図
書
、
一
九
五
二
年
、
三
六
六
頁
。

（
４
１
）
前
掲
書
一
１
４
）
、
二
九
頁
。

（
４
２
）
前
掲
書
一
３
６
一
、
二
五
五
－
六
頁
。

（
４
３
）
　
『
新
訂
増
補
故
實
叢
書
　
西
宮
記
　
第
二
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
二
年
、
二

　
　
三
三
頁
。

一
４
４
）
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
日
本
紀
略
　
前
篇
－
吉
川
弘
文
館
、
一

　
　
九
二
九
年
、
二
八
○
頁
、
四
〇
五
頁
、
四
七
九
頁
。

一
４
５
）
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
日
本
三
代
実
録
　
前
篇
－
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
三
四
年
、
二
一
四
－
七
頁
、
二
九
四
－
五
頁
。

一
４
６
）
神
尾
登
喜
子
『
古
代
律
令
文
学
孜
　
　
史
籍
と
地
誌
　
　
－
お
う
ふ
う
、
一
九

　
　
九
六
年
、
一
〇
〇
－
一
頁
。

一
４
７
）
　
同
書
、
一
〇
三
頁
。

（
４
８
）
　
『
新
訂
増
補
故
実
叢
書
　
儀
式
』
明
治
図
書
、
一
九
二
八
年
、
六
三
頁
、
七
二

　
　
頁
、
七
三
頁
、
一
〇
六
頁
、
一
四
五
頁
。
こ
の
他
「
三
月
一
日
於
鼓
吹
司
試
生
等

　
　
儀
」
は
、
実
際
の
京
域
に
お
け
る
大
路
の
例
で
は
な
く
、
儀
式
の
中
で
見
立
て
ら

　
　
れ
る
例
で
あ
る
一
同
書
、
二
一
一
－
五
頁
）
の
で
、
省
略
し
た
。

（
４
９
）
前
掲
書
（
３
６
）
、
二
三
二
頁
。

（
５
０
）
前
掲
書
（
１
）
、
三
二
頁
。
洞
院
大
路
に
つ
い
て
は
、
増
田
繁
夫
「
制
度
と
し
て

　
　
の
地
名
－
「
と
う
ゐ
む
の
大
路
を
折
れ
給
ふ
ほ
ど
二
条
の
院
の
前
な
れ
ば
」
考
」

　
　
南
波
浩
編
・
廣
川
勝
美
編
集
担
当
『
源
氏
物
語
　
地
名
と
方
法
－
妾
楓
土
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



（
５
１
）

（
５
２
）

（
５
３
）

（
５
４
）

（
５
５
）

（
５
６
）

（
５
７
）

（
５
８
）

（
５
９
）

（
６
０
）

（
６
１
）

（
６
２
）

（
６
３
）

（
６
４
）

（
６
５
）

（
６
６
）

（
６
７
）

（
６
８
）

　
　
『
宇
治
拾
迫
物
語
－
「
五
条
西
洞
院
翁
」
考

九
〇
年
、
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。

　
米
田
雄
介
・
吉
岡
真
之
校
訂
『
史
料
纂
集
　
李
部
王
記
』
「
李
部
王
記
菊
亭
家

本
」
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四
年
、
二
六
頁
。

　
『
大
日
本
古
記
録
　
左
経
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
二
エ
ハ
頁
。

　
「
増
補
史
料
大
成
　
春
記
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
、
二
二
〇
頁
。
黒
板
勝

美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
扶
桑
略
記
－
吉
川
弘
文
館
、
一
九
四
二
年
、
二
九

二
頁
。

　
太
田
静
六
『
寝
殿
造
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
七
八
三
頁
。

　
山
田
孝
雄
他
校
注
「
日
本
古
典
文
学
大
系
　
今
昔
物
語
集
』
岩
波
書
店
、
三
巻

四
九
二
頁
、
五
巻
一
八
八
頁
、
四
巻
四
六
五
頁
。

　
前
掲
書
（
１
）
、
二
四
七
頁
。

　
山
田
孝
雄
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
今
昔
物
語
集
　
四
－
岩
波
書
店
、

一
九
六
二
年
、
五
二
二
頁
。

　
前
掲
書
（
１
）
、
七
二
頁
。

　
前
掲
書
（
５
７
）
、
一
四
九
頁
。

　
前
掲
書
（
４
０
）
、
三
六
五
－
六
頁
。

　
前
掲
書
（
１
）
、
七
二
頁
。

　
小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
『
新
編
日
本
古
典
全
集
　
宇
治
拾
遺
物
語
』
小
学

館
、
一
九
九
六
年
、
一
〇
二
頁
。

　
前
掲
書
（
５
７
）
、
二
二
九
頁
。

　
同
書
、
二
五
三
頁
。

　
前
掲
書
（
１
）
、
二
一
二
七
頁
、
二
五
七
頁
、
二
八
八
頁
。

　
前
掲
書
（
５
７
）
、
九
〇
頁
。

　
渡
辺
綱
也
・
西
尾
光
一
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波

書
店
、
一
九
六
〇
年
、
四
三
七
頁
、
補
注
七
。

　
中
島
悦
次
「
宇
治
拾
遺
物
語
全
註
解
』
有
精
堂
、
一
九
七
〇
年
、
四
一
頁
。

（
６
９
）

（
７
０
）

（
７
１
）

（
７
２
）

（
７
３
）

（
７
４
）

（
７
５
）

（
７
６
）

　
小
林
智
昭
校
注

三
年
、
五
四
頁
。

『
日
本
古
典
文
学
全
集

　
　
四
八

字
治
拾
遺
物
語
』

小
学
館
、
一
九
七

　
前
掲
書
（
１
）
、
七
頁
。

　
前
掲
書
（
６
２
）
、
二
五
頁
。

　
重
松
明
久
校
注
『
新
猿
楽
記
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
二
年
、
一
五
頁
。

　
前
掲
書
（
３
５
）
、
七
七
頁
。

　
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
　
令
集
解
－
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
頁
。

　
『
群
書
類
従
　
第
六
輯
　
小
野
宮
年
中
行
事
－
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三

二
年
、
三
九
六
頁
。

　
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
大
系
扶
桑
略
記
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
四
二

年
、
二
一
四
頁
、
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
國
史
犬
系
　
本
朝
世
紀
」
吉
川
弘
文

館
、
一
九
六
四
年
、
二
一
頁
。
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